
議
第
六
十
二
号

附
帯
控
訴
の
提
起
に
つ
い
て

県
は
、
損
害
賠
償
等
請
求
控
訴
事
件
（
名
古
屋
高
等
裁
判
所
令
和
六
年

第
二
十
四
号
）
に
つ
き
、
右
控
訴
に

（ネ）

附
帯
し
て
、
同
控
訴
事
件
の
第
一
審
判
決
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
名
古
屋
高
等
裁
判
所
に
控
訴
を
提
起
す
る
も
の

と
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
二
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

附
帯
被
控
訴
人
と
な
る
べ
き
者

三
重
県
津
市
雲
出
本
郷
町
一
八
二
七
番
地
一

（一）

三
生
運
輸
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
六
番
四
号

（二）

東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
株
式
会
社

二

事
件
の
概
要

令
和
三
年
五
月
十
七
日
、
準
中
型
貨
物
自
動
車
が
電
柱
（
以
下
「
本
件
電
柱
」
と
い
う
。
）
に
衝
突
し
た
事

故
（
以
下
「
先
行
事
故
」
と
い
う
。
）
で
、
同
車
が
片
側
一
車
線
を
塞
い
で
い
た
土
岐
市
内
の
事
故
現
場
（
以

下
「
先
行
事
故
現
場
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
臨
場
し
た
警
察
官
（
以
下
「
警
察
官
」
と
い
う
。
）
の
交
通

整
理
に
従
い
、
先
行
事
故
現
場
を
通
過
し
よ
う
と
し
て
い
た
附
帯
被
控
訴
人
三
生
運
輸
株
式
会
社
の
大
型
貨
物

自
動
車
（
以
下
「
本
件
車
両
」
と
い
う
。
）
の
荷
台
に
、
先
行
事
故
に
よ
り
道
路
上
空
で
垂
れ
下
が
っ
た
普
通

支
線
（
以
下
「
本
件
普
通
支
線
」
と
い
う
。
）
が
引
っ
掛
か
り
本
件
電
柱
が
倒
れ
、
本
件
車
両
を
損
傷
す
る
と

と
も
に
、
切
れ
た
電
線
が
後
続
車
両
を
損
傷
さ
せ
る
事
故
（
以
下
「
本
件
事
故
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
附
帯
被
控
訴
人
は
、
警
察
官
は
、
先
行
事
故
に
よ
り
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
本
件
普
通
支
線

の
存
在
を
認
識
し
、
本
件
車
両
を
制
止
す
る
義
務
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
普
通
支
線
の
存
在
を
看

過
し
、
漫
然
と
本
件
車
両
を
通
過
さ
せ
た
過
失
が
あ
る
こ
と
等
を
請
求
原
因
と
し
て
、
県
に
対
し
、
金
三
百
三

十
八
万
四
千
三
百
八
十
一
円
の
損
害
賠
償
金
及
び
当
該
額
に
対
す
る
利
息
の
支
払
を
求
め
て
提
訴
し
た
も
の
で

あ
る
。

右
事
件
は
、
津
地
方
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
、
令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日
県
に
対
し
、
金
百
六
十
九
万
千
四

百
三
十
二
円
の
損
害
賠
償
金
及
び
当
該
額
に
対
す
る
利
息
の
支
払
を
命
ず
る
判
決
の
言
渡
し
が
行
わ
れ
た
。

附
帯
被
控
訴
人
は
、
こ
の
判
決
を
不
服
と
し
て
、
令
和
五
年
十
二
月
十
二
日
に
名
古
屋
高
等
裁
判
所
に
控
訴

を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
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三

判
決
の
要
旨

警
察
官
は
、
現
に
先
行
事
故
現
場
の
上
空
に
お
け
る
電
線
の
状
況
ま
で
目
視
し
て
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
地
上
四
メ
ー
ト
ル
の
位
置
で
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
状
態
の
本
件
普
通
支
線
の
存
在
に
は
容
易
に
気
付
く

こ
と
が
で
き
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
本
件
車
両
の
車
高
を
踏
ま
え
れ
ば
、
警
察
官
は
、
本
件
車
両
が

本
件
普
通
支
線
に
接
触
し
て
本
件
事
故
が
発
生
す
る
の
を
予
見
す
る
こ
と
が
十
分
に
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
本
件
車
両
の
接
近
に
当
た
り
、
停
止
や
減
速
を
求
め
た
り
、
先
行
事
故
の
発
生
を
含
む
道
路
状
況
等

に
つ
い
て
説
明
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
漫
然
と
本
件
車
両
の
進
行
を
促
し
た
こ
と
で
本
件
事
故
が
発
生
し
た

も
の
で
あ
り
、
警
察
官
に
は
過
失
が
認
め
ら
れ
る
。

本
件
車
両
の
運
転
者
（
以
下
「
運
転
者
」
と
い
う
。
）
は
、
先
行
事
故
に
よ
り
本
件
電
柱
が
斜
め
に
な
っ
て

い
た
こ
と
自
体
は
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
普
通
支
線
の
存
在
を
認
識
し
て
い
た
か
、
少
な
く
と

も
容
易
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
本
件
車
両
の
進
行
及
び
本
件
電
柱
等
の
設

備
の
安
全
を
確
保
す
る
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
義
務
に
違
反
し
、
本
件
車
両

を
そ
の
ま
ま
進
行
さ
せ
た
こ
と
で
本
件
事
故
が
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
運
転
者
に
は
過
失
が
認
め
ら
れ
る
。

本
件
事
故
は
、
道
路
交
通
の
安
全
に
責
任
を
負
う
警
察
官
の
義
務
違
反
と
、
職
業
運
転
手
と
し
て
本
件
車
両

を
安
全
に
走
行
さ
せ
る
責
任
を
負
う
運
転
者
の
義
務
違
反
と
が
い
ず
れ
も
同
等
の
程
度
で
作
用
し
た
こ
と
に
よ

り
招
来
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
本
件
事
故
の
発
生
に
つ
い
て
の
過
失
の
割
合
は
、
警
察
官
が
五

十
パ
ー
セ
ン
ト
、
運
転
者
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
判
断
し
、
県
が
附
帯
被
控
訴
人
に
対
し
て
負
う
賠
償

額
等
は
、
金
百
六
十
九
万
千
四
百
三
十
二
円
及
び
当
該
額
に
対
す
る
利
息
が
相
当
で
あ
る
。

四

附
帯
控
訴
の
趣
旨

原
判
決
中
附
帯
控
訴
人
敗
訴
の
部
分
を
取
り
消
す
。

（一）

附
帯
被
控
訴
人
の
請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
。

（二）

訴
訟
費
用
は
、
第
一
審
、
第
二
審
を
通
じ
附
帯
被
控
訴
人
の
負
担
と
す
る
。

（三）と
の
判
決
を
求
め
る
。

五

附
帯
控
訴
の
理
由

原
判
決
中
附
帯
控
訴
人
敗
訴
と
す
る
部
分
に
つ
い
て
の
事
実
認
定
及
び
判
断
に
誤
り
が
あ
り
、
承
服
で
き
な

い
の
で
、
附
帯
控
訴
す
る
も
の
で
あ
る
。

六

訴
訟
遂
行
の
方
針

第
二
審
の
判
決
の
結
果
に
よ
り
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
上
告
す
る
。


